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◎
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

　
市
長
な
ど
特
別
職
の
給
料
や
、
議

員
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
審
議
し
ま

す
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
募
集
人
数　
２
人（
多
数
選
考
）

◇
任
期　
７
月
１
日
〜
平
成
31
年
６

月
30
日

◇
応
募　
応
募
の
動
機
を
600
字
以
内

に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
５
月
22
日

（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

８
５
１
１　

市
役
所
職
員
係
へ

☆
詳
し
く
は
、
職
員
係
へ
。

◎
地
域
福
祉
計
画
審
議
会

　
福
祉
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図

る
た
め
、
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
に

つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
募
集
人
数　
３
人（
多
数
選
考
）

※
障
害
が
あ
る
方
、
障
害
の
あ
る
家

族
が
い
る
方
、
35
歳
以
下
の
方
、

65
歳
以
上
の
方
、
女
性
の
方
を
優

先
し
ま
す
。

◇
任
期　
７
月
〜
31
年
３
月（
予
定
）

◇
応
募　

応
募
の
動
機
を
800
字
程

度
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

５
月
25
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所
福
祉
推
進
係

へ
☆
詳
し
く
は
、
福
祉
推
進
係
へ
。

◎
昭
島
市
民
図
書
館
協
議
会

　
図
書
館
の
運
営
な
ど
に
つ
い
て
協

議
し
ま
す
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
募
集
人
数　
２
人（
多
数
選
考
）

◇
任
期　
８
月
１
日
〜
31
年
７
月
31

日
◇
応
募　
応
募
の
動
機
を
800
字
以
内

に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
５
月
31
日

（
必
着
）ま
で
に
〒
196-
０
０
３
３

東
町
２-

６-

33　

市
民
図
書
館

へ
☆
詳
し
く
は
、
市
民
図
書
館
☎
543

１
５
２
３
へ
。

審
議
会
な
ど
の
市
民
委
員
を
募
集

　
市
の
施
策
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
反
映
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り

市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
他
の
審
議
会
・
委
員
会

な
ど
の
委
員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

　入居資格がそれぞれ定められていますので、
詳しくは、募集案内をご覧ください。
◇募集する住宅
＊家族向・単身者向一般住宅
＊ 若年ファミリー向・多子世帯向定期使用住宅
＊若年ファミリー向住宅
◇ 募集案内・申込書の配布　５月８日～16日 
の平日に市役所住宅係・総合案内カウン
ター、東部出張所、あいぽっく、武蔵野会館、
緑会館で
◇ 申し込み　５月19日（必着）までに渋谷郵便
局へ郵送
◇ 抽選　６月21日（水）の午前９時30分から都
庁（新宿区）で
☆詳しくは、東京都住宅供給公社都営住宅募
集センター☎0570-010-810、または、市役所
住宅係へ。

都営住宅の入居者を募集

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ 

〈
第
３
回
〉

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
っ

て
ど
ん
な
カ
ー
ド
？

12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

証
明
す
る
書
類
、
ま
た
、

公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
る
顔
写
真
付
き
の
カ
ー
ド
で

す
。
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
が
搭
載
さ
れ
て

い
る
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
の
住
民
票
の
写
し
の
取
得

な
ど
、
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

受
け
取
る
に
は
？

個
人
番
号
交
付
申
請
書
を

郵
送
す
る
か
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
、
街
な
か
の

証
明
写
真
機（
一
部
の
み
対
応
）で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。後
日
、交
付

の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
の
で
、

市
役
所
で
早
め
に
受
け
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総

合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０

-

95-

０
１
７
８
、ま
た
は
、市
役

所
企
画
政
策
係
へ
。

ＱＡ

▲マイナちゃん

ＱＡ

詳しくは、市
ホームページ
にも掲載して
います。

　
自
転
車
の
無
理
な
走
行
は
事
故

の
も
と
で
す
。
事
故
は
自
分
や
相

手
が
け
が
を
す
る
だ
け
で
な
く
、

高
額
な
賠
償
に
よ
っ
て
家
族
に
精

神
的
・
金
銭
的
負
担
が
か
か
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ル
ー
ル
や
マ

ナ
ー
を
守
っ
て
、
事
故
に
遭
わ
な

い
、
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

☆
詳
し
く
は
、
交
通
安
全
係
へ
。

５
月
１
日
～
31
日
は

自
転
車
安
全
利
用
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

～
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
自
転
車
を
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
～


